
令和 7年 12月 

大和市 まちづくり計画課 開発指導係 

連絡先：046-260-5430 

事前相談～許可～完了フロー（市街化調整区域） 

 

 

※完了検査は、毎週木曜日の午後となりますので、 

前週の水曜日までにお電話にてご予約ください。 
※工事完了届出書は検査予定日の前週の木曜日までに提出してください。 
 

 

 

許  可 

建築確認（建築基準法）が可能 
（接道がない場合は建築基準法第 43 条許可の手続きが必要） 

事前相談書提出 

※開発行為有・無、立地基準、技術基準等の審査 

法：都市計画法 令：都市計画法施行令 市条例：大和市開発事業の手続及び基準に関する条例 

公共施設管理者との同意・協議（法第 32条） 

 

 

 

 

 

不許可 

完了検査（法第 36条第 2項） 

 

検査済証の交付（法第 36条第 2項） 

工事完了の公告（法第 36条第 3項） 

工事着手届出書提出 

工事完了届出書提出（法第 36条第 1項） 

 

7～12週間程度 

工事着手 

 

開発工事の完了の公告前に建築工事を行う場合 

※一戸建て住宅は除く 

承  認 

建築確認申請手続きの際、
経由印 

開発許可申請書提出（法第 29条第 1項） 

（複数回あり） 

計画不可 
 

開発審査会の議 
※年に 4 回開催（2 月・5 月・8 月・11 月を予定） 

※原則として、開催月の前々月の最終開庁日までの許可申請受付を対象 

承 認 不承認 

審査（回答書の送付） 

法適用除外 基準適合 

4 週間程度 

建築確認申請（建築基準法）手続きの際、経由印 

本市が管理者でない公共施設（国県道、私道、河川、道路下水（国

県道）、私設下水管等）については別途、管理者との同意・協議が必

要となります。 

市条例の手続き（開発事業基準適合通知書の交付） 
※市条例手続きは別図参照 

開発行為あり 開発行為なし 

※接道がない場合 

建築許可が不要 

審  査 

開発審査会の議が必要 
（法第 34条第 14号）(令第 36条第 1項第 3号ホ） 

開発審査会の議が不要 
（法第 34条第 1～13号） 

開発許可（法第 29条第 1項） 

工事完了 

※事務の流れの概要を示したものです。他法令の手続きは別途必要です。 

※記載されている期間は標準的な所要期間です。 

建築制限解除承認申請（法第 37条第 1項） 

１週間程度 

※一戸建ての住宅の場合、完了公告がなされた後に 

建築工事の着手が可能となります 

基準不適合 

建築許可申請書提出（法第 43条第 1項） 

建築許可（法第 43条第 1項） 

建築確認（建築基準法） 

条例手続き必要 

Tetuduki  

Hituyou  

 

建築許可が必要 

許可不要の改築 

建築工事着手 

建築工事着手 

※工事完了の公告又は 
建築制限解除までは 

 建築工事に着手できません。 


